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概　要

　本論文では、介護職のワーク・ライフ・バラ
ンス（WLB）に関して、職場における有効なマ
ネジメントについて検討するため、研究課題と
してどのような点に着目すべきか考察すること
を目的としている。第 2章では、既存の調査や
資料から、日本の介護職場では労働者のWLB
について支援すべき特徴が見られることを確認
した上で、現状の問題点として、支援策が十分
には導入されていない点、夜勤などをともなう
不規則な勤務体制を前提として検討すべき点、
両立支援を受ける人の周囲の労働者の理解に関
しても検討する必要性がある点を指摘している。
　第 3章においては、WLB概念のはじまりや、
WLB支援に関する日本での取り組みを整理する
ことで、制度や政策として展開されているWLB
施策に関して、概観した。そこから、WLB支援
には、制度の導入のみではなく、それを効果的
に機能させるだけの土台を整える必要があると
いう示唆を得た。
　第 4章では、WLBに関連する学術的研究に関
して、第 2章で指摘した問題点に沿って先行研
究のレビューを行った。さらに、介護職を含む
日本のヒューマン・サービス職を対象とした実
証的な先行研究についてもレビューに加え、研
究課題の考察への示唆としている。
　以上の内容を踏まえ、最後に第 5章で、介護
職のWLB支援に関して、産業組織心理学的立
場から、職場におけるマネジメントが可能な要
因という視点で検討する上で、どのような研究
課題が求められるかについて考察している。そ
の結果、第一に、介護職におけるWLBの、就
業継続やストレス反応などに関する要因への影
響についての検証、第二に、実際にWLB支援

に関する制度を導入し、効果的に運用している
介護事業所の事例についての検討、第三に、夜
勤などのWLBに関わる勤務体制のあり方が、
介護職の就業継続などに関する要因に及ぼす影
響についての検証、そして第四に、介護職場に
おいて、WLBに関する周囲の理解促進に有効と
なるマネージャーの支援内容についての検討の
4点を挙げている。

1．問題

　近年、日本においては高齢化によって、介護
サービスの需要が高まっている。それにともなっ
て、安定した人材確保が介護サービス分野での
課題となっている。佐藤・堀田（2014）は、介
護人材の確保に関して、「介護職として入職する
人材を増やすこと」と「介護職として入職した
人材の定着を支援すること」という大きく 2つ
の視点を提示しており、新たに入職する人にとっ
ても、実際に介護職場で働く人にとっても魅力
的な職場環境を整えることが重要な課題だと考
えられる。
　その一方で、介護職の就業継続には、様々な
課題が存在すると考えられる。その中の 1つと
して、労働者のワーク・ライフ・バランス（WLB）
に関する問題が挙げられる。介護福祉士資格を
有しながらも介護分野で働いていない、いわゆ
る潜在的介護福祉士においては育児休暇の取り
やすさや子育て支援へのニーズが比較的高いこ
とから、WLB支援の充実により、就業継続を促
すこともできるのではないかと考えられる（大
竹 , 2016）。その一方で、ただでさえ忙しい介護
施設においては、様々な点から、WLB支援への
抵抗感が見られることが懸念されている（全国
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　他には、厚生労働省（2016a ; 2017）の調査結
果によると、「子育てとの両立を目指す者のため
の育児休業制度等の充実 ,事業所内保育施設の
整備」を実施している介護サービス事業所の割
合は、平成 27年度では 45.5%、平成 28年度で
は 45.7%と、半数に満たない。ちなみに、「平成
27年度雇用均等基本調査」によると、産業全体
において育児休業制度の規定がある事業所の割
合は、従業員 5人以上の事業所で 73.1%、30人
以上の事業所に限定すると 91.9%に上る（厚生
労働省 , 2016b）。これらの結果から、介護職場
では育児休業制度に関しても、産業全体との比
較から考えると、決して高い水準にはない現状
が窺える。
　このような状況は、労働者にとってはどのよ
うな結果を招くのであろうか。労働者側の状況
を見ると、社会福祉振興・試験センター（2016）
の調査結果では、分野に関わらず仕事をしてい
ない介護福祉士有資格者のうち、仕事を離れて
いる理由としてWLBに関連する「出産・子育
て」を挙げている割合は 31.6%で、「その他」を
除く他の項目の中で最も高く、「家族等の介護・
看護」を挙げている割合も 15.6%で 4番目に高
かった。また、同調査において、過去に介護等
の分野で働いた経験がありながらも現在は当該
分野を離れている介護福祉士有資格者のうち、
介護職場を辞めた理由の中で最も大きな理由と
して「出産・育児と両立できない」を挙げた割
合は 11.9%で、すべての選択肢の中で最も高かっ
た（社会福祉振興・試験センター , 2016）。これ
らの結果から、仕事と家庭生活との両立の困難
さは、労働者が介護職場から完全に離れてしま
う大きな契機となる可能性が考えられる。

2. 2　日本の介護職場の特徴から考えられる
WLB の必要性

　では、なぜ、介護職場にとってWLBの充実
が重要となるのであろうか。その点について検
討する上で着目すべき介護職場の特徴として、
第一に、労働者における女性の割合の高さが挙
げられる。介護労働安定センター（2016a）によ
ると、調査対象となっている介護サービス事業
所に勤める労働者のうち、女性の割合は 78.7%
に上る。また、日本介護福祉士会（2015）の調
査においても、女性の割合は 73.3%と、7割以

社会福祉協議会 , 2010）。
　そこで、本論文では、まず第 2章において、
日本の介護職場のWLBをめぐる現状につい
て、既存の調査や資料を基に整理し、介護職の
WLBについて検討する必要性、ならびに介護職
のWLBに関する問題点について指摘する。第 3
章では、WLB概念のはじまりや、制度や政策と
して展開されているWLB施策に関して、日本で
の取り組みを整理することで、その実態につい
て概観する。さらに第 4章において、WLBに関
連する学術的研究に関して、本研究で着目する
介護職のWLBに関する問題点に沿って、先行
研究のレビューを行う。それらを踏まえ、最後
に第 5章で、介護職のWLB支援に関して、産
業組織心理学的立場から、職場におけるマネジ
メントが可能な要因という視点で検討する上で、
どのような研究課題が求められるかについて考
察する。

2．日本の介護職場における WLB の現状

2. 1　介護職をめぐる WLB に関する現状

　介護労働安定センター（2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015 ;  
2016a）によると、介護サービス事業所において
早期離職防止や定着促進のための方策として、
「子育て支援（子ども預かり所 ,保育費用支援等）
を行っている」と回答した割合は、7.6%（平成
23年度）、8.0%（平成 24年度）、9.2%（平成 25
年度）、8.4%（平成 26年度）、8.8%（平成 27年
度）と 1割に満たない水準で推移している。ま
た、平成 27年度の同調査結果では、早期離職
防止や定着促進に最も効果のあった方策という
項目に関しても公開されており、それに対して
「子育て支援」を挙げている事業所の割合は、わ
ずか 1.2%に過ぎない（介護労働安定センター , 
2016a）。武石（2008）は、保育所や子育てのた
めの経済的支援のことを「現物給付といえる施
策」と表現しているが、上述の調査結果から、
そのような子育て支援に取り組んでいる事業所
の割合が決して高くはなく、そもそも取り組ん
でいる事業所が少ないことから、積極的な子育
て支援を早期離職防止や定着促進のための方策
として最も効果があったと感じている事業所の
割合も、現状では高くないことが窺える。
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2. 3　介護職の WLB に関する問題点

　本章のここまでの内容から、日本の介護職の
WLBに関する問題点について整理する。まず、
先述の統計調査結果から、介護サービス事業所
における子育て支援の導入率は、比較的、低い
水準にあることが窺えた。そのような状況を踏
まえると、介護職場におけるWLBの第一の問
題点として、そもそも、WLB支援に関する制度
がまだ十分には導入されていない可能性が考え
られる。全国社会福祉協議会（2010）では、介
護職場においては、コスト面への不安や円滑な
業務運営への不安、他の職員の理解への不安な
どが抵抗要因となり、WLB支援の取り組みへの
不安や懸念が大きくなっていると指摘されてい
る。
　そして、介護職場の特徴として、勤務体制の
あり方が挙げられる。特に、夜勤に関しては労
働者への負担が大きいことも推測される。さら
に、そのように不規則な勤務体制は、介護分野
への人材の入職を妨げている可能性も考えられ
る。そこで、第二の問題点として、夜勤などを
ともなう不規則な勤務体制を前提として、WLB
について検討しなければならない点が挙げられ
る。
　しかし一方で、入所型や居住型の介護施設に
おいては、そのような勤務体制は避けることが
できず、誰かがしなければならない。介護職場
においては、家庭役割をもつ労働者への十分な
両立支援を実現しようとすれば、周囲の労働者
からの不公平感が、一般企業のような職場にお
いてよりも強く募ってしまう可能性もある。そこ
で、第三の問題点として、両立支援を受ける人
の周囲の労働者の理解に関しても検討する必要
性がある。

3．WLB 施策の実態

　WLB支援に関しては、実際の職場における
様々な施策が考えられる。WLB支援のあり方に
関して検討するためには、現在の日本における
施策の実態について考慮する必要がある。そこ
で本章では、WLB概念のはじまりに関して触れ
た上で、日本でのWLB施策の捉えられ方や他
国と比較した場合の立ち位置などに関して整理

上に上っている。したがって、介護職場におけ
る労働者の定着率向上のためには、女性が働き
やすい職場という視点が不可欠だと考えられる。
後述のように、WLB支援は、ファミリー・フレ
ンドリー（仕事と家庭の両立）を包括するもの
であり、大きな目的の 1つだといえる。その点
から、介護職におけるWLB支援は重要な課題
だと考えられる。
　そして第二に、勤務体制のあり方が挙げら
れる。特に、施設に勤務する介護職に関しては、
シフトによる勤務や夜勤などがあり、個人の私
生活に影響を及ぼしている可能性が考えられる。
介護労働安定センター（2016b）の調査によると、
介護老人福祉施設や介護老人保健施設など入所
型や居住型の施設に勤務する労働者においては
67.9%が深夜勤務をしていると回答している。
　夜勤に関しては、勤務者数が少なくなると同
時に看護職も少なくなるため仕事内容が増え、
特に急病人などが出た場合には熟練の介護職で
あっても心身の負担が大きくなるという指摘も
ある（北川 , 2001）。実際に、介護労働安定セン
ター（2016b）の調査では、施設（入所型・居住型）
に勤務する労働者のうち、42.5%と半数弱が「夜
間や深夜時間帯に何か起きるのではないかと不
安がある」と回答している。また、同調査にお
いて、深夜勤務をしている労働者のうち、53.5%
と、半数以上が 1人で深夜勤務をしている（そ
の他、2人は 24.8%、3人は 9.8%、4人は 3.4%、
5人は 2.6%）と回答し、深夜勤務中に仮眠や休
憩が取れないと回答している割合は 33.5%に上
る（介護労働安定センター , 2016b）。このように、
夜勤は労働者の心身に大きな負担を与えている
ことが推測され、その負担が私生活にも影響を
及ぼす可能性は否定できない。
　また、厚生労働省（2008）の調査結果によると、
福祉・介護分野での就業経験がない介護福祉士
有資格者のうち、就業先として当該分野を検討
しなかった理由として、「夜勤や休日勤務など不
規則だった」と回答している割合は、他分野で
就業中の労働者で 21.7%、非就業者で 24.3%と、
ともに「給与の低さ」と「その他」に次いで高かっ
た。このことから、不規則な勤務体制が、介護
分野への労働者の入職を妨げている可能性もあ
る。その点からも、介護職、特に介護施設に勤
務する労働者に関して、WLBについて検討する
ことは重要だと考えられる。



大竹　恵子316

と、仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国
民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら
働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や
地域生活などにおいても、子育て期、中高年期
といった人生の各段階に応じて多様な働き方が
選択・実現できる社会」だとされている。さらに、
内閣府の男女共同参画会議・仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）に関する専門調査
会（2007）によれば、WLBとは、「老若男女誰
もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己
啓発など、様々な活動について、自ら希望する
バランスで展開できる状態」だと定義されている。
　日本のWLB政策は、仕事と生活の両立支援
策にとどまらず、長時間労働是正などの労働時
間の適正化や、正規・非正規労働者の均衡処遇
など、多様で広い課題を背景にした総合的な政
策として展開されている（武石 , 2012）。定塚
（2008）は日本のWLB推進施策に関して、働き
方の見直しに関する幅広い内容であるため、仕
事と家庭の両立支援はあくまでもその中に含ま
れる一部であり、両立支援策のみでなく、すべ
ての労働者の働き方の見直しを進める必要があ
ると言及している。
　脇坂（2008b）は、WLBとは、家庭のみではなく、
自己啓発やボランティア、地域活動、独身の男女、
定年前の高齢者などを含む広い概念であり、そ
の例として教育訓練のための休暇や短時間勤務
などが挙げられると述べている。そこで、脇坂
（2008b）は、WLBを捉える視点として、「①一
時点ではなく生涯で考える視点」、「②多様性の
視点」、「③（労使双方にとっての）win-winの視
点」、「④有能な女性を活用するという視点」の
4点があるとしている。中でも、第一の、生涯で
考えるという視点に関しては、ライフステージ
ごとに、個人が望む「仕事」と「私生活」の時
間比率は変化するため、どの時点であっても個
人の選択の幅を広げることができるのが、WLB
の実現だと考えられる（脇坂 , 2008b）。
　日本のWLBへの取り組みに関して、他国と
比較すると、脇坂（2008a）は、ヨーロッパ諸国
に見られるような男女の機会均等を背景とした
社会福祉政策の一環としての取り組みと、英米
に見られるような企業の経営上のメリットとい
う観点からの取り組みとの中間に位置していた
ところから、生産性向上という経営上のメリッ
トを重視する英米のような立ち位置に移行しつ

する。

3. 1　WLB 概念のはじまり

　WLB充実のための取り組みは、欧米諸国にお
いて 1980年代以降見られるようになり、広がっ
ていった。特に、アメリカにおいては、1980年
代から共働き夫婦が多数を占める社会を前提と
して、仕事役割と家族役割の両立のための「ファ
ミリー・フレンドリー」な職場の必要性が次第
に認識されていくようになった（山口 , 2009）。
パク（2002）によれば、1980年代後半のアメリ
カでは、働く母親（ワーキング・マザー）の増
加という労働人口構成の変化によって、企業に
よる女性の活用や保育サポートを中心とする制
度やプログラムが開発され、「ワーク・ファミ
リー・バランス」の充実を目的に導入されるよ
うになった。このような、仕事と家庭の両立支
援策に関しては、アメリカが比較的先行して導
入されるようなったと考えられる（渡井 , 2007）。
　一方イギリスでは、1990年代から生産性の向
上や女性の活用などを目的に、一部の企業でファ
ミリー・フレンドリー施策が導入され始め、そ
の後、1997年のブレア政権発足以降は、政府に
よってもファミリー・フレンドリー施策が重要視
されるようになった（脇坂 , 2008a ; 渡井 , 2007）。
導入開始時は、アメリカと比較的近い流れであっ
たイギリスの取り組みだが、2000年に官民協働
での「ワーク・ライフ・バランス・キャンペーン」
が開始され、2003年には、WLBに関する政府
の戦略を示した文書が公表されて重要課題と捉
えていることが示された（脇坂 , 2008a）。先述の
ように、両立支援策（ファミリー・フレンドリー）
において先行していたのはアメリカであったが、
WLBという概念が広がるようになった契機は、
イギリスにあったといわれる（渡井 , 2007）。

3. 2　日本における WLB 施策

　日本では、2007年にワーク・ライフ・バラン
ス推進官民トップ会議において、「仕事と生活の
調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章（WLB
憲章）」及び「仕事と生活の調和推進のための
行動指針」が策定された。その後、2010年には、
施策の進捗や経済情勢の変化などを踏まえ、新
たな視点が盛り込まれている。WLB憲章による
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「WLB支援に関わる制度の導入と、制度を活用
できる人材マネジメントや職場作り」、第三に「多
様な価値観や生き方、ライフスタイルを受容で
きる職場風土作り」である（佐藤 , 2008 ; 2011 ;
佐藤・武石 , 2010）。さらに、図 1に示すように、
この 3つの取り組みを建物に例えると、第一の
取り組みが 1階部分、第二の取り組みが 2階部
分、第三の取り組みが土台部分にあたる（佐藤 , 
2011）。
　1階部分にあたる人材マネジメントと働き方
の改革に関しては、仕事に投入できる時間に
は制約があるということを前提とした働き方に
転換する必要があると述べられている（佐藤 , 
2008 ; 2011）。土台部分に関しては、そのような
働き方を実現するには、多様な価値観を受容す
る雰囲気作りが必要であるということを意味す
ると考えられる。佐藤（2008 ; 2011）や佐藤・
武石（2010）は、3つの取り組みの中でも、よ
り重要なのは 1階部分と土台部分であるとする
一方で、WLB支援の現状を見ると、そのうち 2
階部分にあたる取り組みしかできていない企業
や、制度を導入しても活用しにくくなっている
企業も少なくないと指摘している。この、制度
を活かすための土台作りが重要であるという指
摘は、介護職のWLB支援のあり方を検討する
上で、重要な示唆だと考えられる。

つあると指摘している。さらに、矢島（2012）は、
先進各国の中で、日本と近い経緯でWLB施策
への取り組みを進めている国として、イギリス
を挙げている。
　このように、日本におけるWLB施策は、幅広
い労働者を対象として、労使双方のメリットに
つながるという視点から展開されているようで
ある。しかし、その一方で、運用に関しては現
状として、まだ十分に浸透していないという指
摘もある。武石（2012）は、企業調査データから、
日本企業のWLB施策の実施状況や働き方の特
徴に関して、他国（イギリス ,ドイツ ,オランダ ,
スウェーデン）と比較した上で、次の 3点を指
摘している。1点目は、WLB支援の重要性を認
識しながらも取り組みが十分とはいえない状況
である点、2点目は、制度導入に伴う運用面で
の煩雑さへの懸念という背景の下、フレックス
タイムや在宅勤務制度の導入率が低いという点、
そして 3点目は、長時間労働に加え働き方が画
一的であり、フレックスタイム制などが働き方
の柔軟性に効果的に機能していない可能性があ
る点である（武石 , 2012）。
　佐藤（2008 ; 2011）ならびに佐藤・武石（2010）
は、WLB支援には次の 3つの取り組みが不可欠
だとしている。第一に「仕事管理や時間管理な
どの人材マネジメントと働き方の改革」、第二に

図１　3 つの取り組みからなる WLB 支援

【2階部分】
　WLB支援のための制度導入と制度を利用できる職場作り

【1階部分】

【土台部分】

社員の「時間制約」を前提とした仕事管理・働き方の実現
　→仕事に投入できる時間に制約のある社員の増加
　→恒常的な長時間労働を前提とした職場では
　　　　　　　　　　　　　　    WLB支援は実現できない

多様な価値観、生き方、ライフスタイルを受容できる職場作り
　→ライフスタイル・フレンドリーな職場に

出所：佐藤（2011）
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た。そこでまず、WLBが他のどのような要因に
影響を及ぼす可能性があるのか、見てみる。
　介護職を対象とした先行研究として、橋本
（2017）は、介護施設に勤める介護職への量的調
査から、先行要因としてのWLB満足感の、職
務満足感や離職意図への影響を検討している。
それによると、WLBへの満足感は、職務満足感
を有意に高め、離職意図を有意に低下させると
いう結果が示されている（橋本 , 2017）。
　他にも、介護職ではないが一般的なWLBの
先行研究として、Thompson et al.（1999）が、
WFBに関する組織文化（work-family culture）と
離職意図との関連を示している。WFBに関する
組織文化とは、「組織が、どの程度従業員の仕
事と家庭生活との調和を支援・尊重しているか
に関する、共有された想定や信念、評価」のこ
とだと定義されており、①管理職が従業員の家
庭責任に対してどの程度支援的で敏感かという
「管理職サポート（managerial support）」、②両
立支援の利用や家庭の理由によって仕事のペー
スを落とすことがキャリアに及ぼすネガティブ
な結果に関する程度である「キャリアへの結果
（career consequences）」、③従業員が経験してい
る私生活を邪魔するような組織からの時間的要
求の程度である「組織的時間要求（organizational 
time demands）」という 3つの下位概念から成る
（Thompson et al., 1999）。この下位概念の中でも、
「管理職サポート」と「キャリアへの結果」に関
して、離職意図への有意な影響が確認されてい
る（Thompson et al., 1999）。
　この Thompson et al.（1999）によるWFBに関
する組織文化の定義に依拠した他の研究として、
Mauno et al.（2011）は、WFBに関する組織文
化が支援的であると、職務満足感やワーク・エ
ンゲージメントなどの職務態度にも有益である
ことを示唆している。また、Thompson & Prottas
（2006）はWFBへのインフォーマルな組織サポー
トの 1つとして、WFBに支援的な文化（「仕事
中に必要に応じて家庭のことに対応できるよう
な慣例的ルールが職場にあるかどうか」や、「都
合に合わせて仕事より家庭や個人の事情を優先
できる職場かどうか」など）が、WFCを有意に
低下させているとともに、ストレス反応と離職
意図も有意に低下させ、職務満足感を有意に高
めていることを示している。
　介護職と同じヒューマン・サービス職である

4．WLB に関連する先行研究

　本章では、WLBに関する概念を整理した上で、
実証研究を中心とする、学術分野における先行
研究から、今後の研究課題のための示唆を得る
ことを目的として、文献レビューを行う。文献
レビューは、第 2章において指摘した、介護職
のWLBに関する問題点に沿って整理する。

4. 1　WLB に関する概念整理

　WLB概念に関する課題は、心理学や社会学、
経営学など様々な学問領域で研究されてきた（藤
本・吉田 , 1999 ; 山口 , 2009）。その中でも、初
期の学術的研究から中心的な概念として取り上
げられてきたのがワーク・ファミリー・コンフリ
クト（WFC）である。1970年代以降の働く母親
の増加にともない、仕事と家庭の相互関係に関
する研究は、1980年代以降の米国において急増
し、仕事と家庭との役割葛藤を表現する言葉と
してWFCという概念が用いられるようになった
（藤本・吉田 , 1999）。
　しかし、2000年代以降、社会や企業において
働く人々の多様性を尊重し、機会の均等をより
広く保障するという観点へと発展したことなど
から、WLBという言葉が多用されるようになっ
た（山口 , 2009）。その他の概念として、ワーク・
ファミリー・バランス（WFB）という表現も見
られるが、これは、WLBの「ライフ（生活）」
の部分を「ファミリー（家庭）」としていること
から、より対象を限定した表現だと考えられる。
　本研究では、対象を家庭役割を持つ介護職の
みに限定しないこと、それに加えて、近年広く
使われている概念であることから、WLBとい
う表現を使用する。そして、次節以降の文献レ
ビューにおいては、WFCやWFBに関する先行
研究も含めてレビューを行う。さらに、本論文
において問題としている介護職などの、日本の
ヒューマン・サービス職を対象とした実証研究
についてもレビューに含めている。

4. 2　WLB が他の要因に及ぼす影響

　第 2章において、介護職場におけるWLBの
第一の問題点として、そもそも、WLB支援策が
まだ十分には導入されていない可能性を指摘し
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ルの柔軟性のなさと、仕事関連の出張の頻度
という要因が検討されている。その結果による
と、出張頻度に関しては男女ともにWFCへの
影響は見られず、仕事スケジュールの柔軟性の
なさに関してのみ、男性におけるWFC（ストレ
インに基づく葛藤）への有意な影響が見られた
（Greenhaus et al., 1989）。しかしこの結果におい
て、WFCのうちでも「時間に基づく葛藤」に関
しては男女ともにどちらの要因からも有意な影
響が見られなかった（Greenhaus et al., 1989）。
　他には、Parasuraman et al.（1996）においても
スケジュールの柔軟性のなさが検討されている
が、WFCへの影響は直接的にも間接的にも見ら
れず、家庭満足感への負の影響が見られるのみ
であった。また、Kinnunen & Mauno（1998）は、
通常の日勤か異なるシフトかという要因に関し
て検討しており、男女ともにWFCへの有意な影
響は見られなかった。このように、職種に限ら
ない一般的な先行研究においては、一部でWFC
への影響が見られるものの限定的である傾向が
窺える。
　ヒューマン・サービス職である看護職に関す
る先行研究として、本間・中川（2002）は、看
護職の女性とそれ以外の職種で働く女性（一般
女性）を対象とした量的調査から、WFCの葛藤
得点に関して、一般女性は年齢（20代・30代・
40代）による有意差が見られなかったのに対し、
看護職は 30代で最も高く、他のどの年代とも
有意差が見られたことと、WFCに影響を与えて
いる要因の種類が、両職種で異なる結果になっ
たことが示されている。一般女性は義母や義父
との同居などとの関連が大きいのに対し、看護
職では幼い子どもに関する要因ともに、夜勤と
の関連が見られたのである（本間・中川 , 2002）。
この結果から、夜勤をともなう変則的な勤務体
制である看護職においては、幼い子どもを抱え
る可能性が高い 30代において、WFCが、より
強く現れる可能性が示唆されたのではないだろ
うか。
　一方、藤本ら（2008）は、看護職を対象とし
た量的調査データから、勤務体制ならびにWFB
支援状況（支援制度の有無 ,職場の理解 ,制度
の利用しやすさ）が、WFCに与える影響につい
て検討している。その中で、勤務体制や仕事ス
ケジュールの柔軟性に関する要因として、夜勤
そのものの有無はWFCに影響を及ぼさなかっ

看護職を対象とした先行研究として、川村・鈴
木（2014）は、バーンアウトへの影響に関して
検討しており、WLBに関する経営姿勢や仕事管
理、人事管理への評価、WLBに対する主観的評
価が、バーンアウトを有意に低下させるという
結果を示している。田邊・岡村（2011）は、看
護職を対象に、離職意図への影響に関して検討
しており、川村・鈴木（2014）と同様に、WLB
に関する経営姿勢、仕事管理、人事管理それぞ
れへの評価と、WLBに対する主観的評価を取り
上げているが、離職意図への有意な影響が見ら
れたのは、WLBに対する主観的評価のみであっ
た。
　これらの先行研究の結果から、WLBに関する
要因は、離職意図や職務満足感、バーンアウト
などのストレス反応に影響を及ぼす可能性が考
えられる。介護職場においても、WLB支援によっ
て、これらの要因に良い影響が見られる可能性
があるという認識が広まることが重要だと考え
られる。

4. 3　勤務体制と WLB との関連

　介護職場におけるWLBの第二の問題点とし
て、夜勤などをともなう勤務体制を前提として
検討しなければならない点を指摘した。勤務体
制に関する要因としては、WFCの代表的研究で
ある Greenhaus & Beutell（1985）において、「柔
軟性のない仕事スケジュール」や「シフトワー
ク」などが、WFCに影響を及ぼす要因として挙
げられている。Greenhaus & Beutell（1985）は、
Kahn et al.（1964）の役割葛藤に関する研究に基
づき、WFCを「仕事と家庭双方の領域からの
役割プレッシャーの中で、それぞれの尊重を両
立することができないという役割間葛藤の状態」
であると定義した上で、「時間に基づく葛藤」、「ス
トレインに基づく葛藤」、「行動に基づく葛藤」
の 3つの形態があるとともに、それぞれの形態
において、仕事領域からのプレッシャーと家庭
領域からのプレッシャーという 2つの方向性が
あるとしている。「柔軟性のない仕事スケジュー
ル」や「シフトワーク」は、「労働時間」ととも
に、仕事領域からの「時間に基づく葛藤」にプ
レッシャーを与える要因として挙げられている
（Greenhaus & Beutell, 1985）。
　Greenhaus et al.（1989）では、仕事スケジュー
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上司にあたるマネージャーの理解や支援、マネ
ジメントが、何らかの影響を及ぼす可能性が推
測される。

5．研究課題の考察

　第 3章ならびに第 4章の内容を踏まえて、介
護職のWLB支援に関して、職場における要因
という視点から検討するために、どのような研
究課題が求められるか考察する。第 2章で述べ
たように、介護職のWLBに関する問題点として
は、第一に、WLB支援策がまだ十分には導入さ
れていない可能性がある点、第二に、夜勤など
をともなう勤務体制を前提として検討しなけれ
ばならない点、第三に、両立支援を受ける人の
周囲の労働者の理解に関しても検討する必要が
ある点が挙げられる。
　第一の問題点であるWLB支援策の制度とし
ての導入がまだ進んでいない点に関しては、ま
ず、第 4章の先行研究からもわかるように、
WLB支援の促進によって、離職意図や職務満
足感、バーンアウトのようなストレス反応など
に良好な影響が見られる可能性があるという認
識が、介護職場においても持たれることが重要
だと考える。介護職場では、慢性的な人材不足
や短期的なコスト面への不安から、積極的な制
度導入への抵抗感があるのではないかと推測さ
れるが、長期的な視点から考えれば、WLB支援
を行うことで人材の就業継続を促進することが
有益であるという認識が広がれば、支援制度の
導入状況も改善されるのではないだろうか。そ
のための研究課題として、介護職を対象として
WLBが、就業継続やストレス反応などに関する
要因に及ぼす影響について、改めて検証するこ
とが求められる。
　また、第 3章のWLB支援のあり方に関する
先行研究では、図 1に示したように、WLB支援
の土台部分となる多様な価値観や生き方、ライ
フスタイルを受容できるような職場作りも重要
だと述べられていた。日本の一般企業に関して
は、この土台部分となる職場作りが不十分であ
るために、制度を導入しても活用しにくくなっ
ている企業も少なくないと指摘されていた。し
かし、介護職場に関しては、厚生労働省（2007）
によれば、人材確保の 1つの視点として、他分

たのに対し、支援制度としての夜勤・当直の減
免はWFCを有意に低下させ、勤務時間の柔軟
化制度はWFCを有意に高める結果が示された。
（藤本ら , 2008）。この結果から、夜勤に関しては、
全くないことが必ずしも重要なのではなく、必
要に応じて減免されることでWLBは保たれる
可能性があることが窺える。勤務時間の柔軟化
に関しては、WFCを高めるという、一般的な予
測に反する結果であるため、解釈に留意する必
要がある。藤本ら（2008）では、勤務時間の柔
軟化は、制度導入前の認識段階から、周囲の理
解が得られにくく不公平感を高めることが懸念
されるため、導入しても利用しにくく、結果と
してWFCが高まってしまうのではないかと指摘
されている。常に誰かが勤務していなければな
らない特殊な勤務体制を必要とするヒューマン・
サービス職場では、勤務時間の柔軟化の制度導
入に関しては、周囲の理解が課題となる可能性
がある。

4. 4　WLB に関する周囲の理解や不公平感

　介護職場におけるWLBに関する第三の問題
点として、両立支援を受ける人の周囲の労働
者の理解に関しても検討する必要性を指摘し
た。上述の藤本ら（2008）では、看護職におい
て、子育てに関する職場の理解が、WFCを有意
に低下させる結果が示されている。また、一般
的な研究においては、Thompson & Prottas（2006）
も、WFBに支援的な上司ならびに同僚の存在が、
WFCだけでなく、離職意図や満足感（職務満足
感 ,家庭満足感 ,生活満足感）、ストレス反応に
も有意な影響を及ぼしていることを示唆してい
る。これらの結果から、WLBに関して周囲の理
解や支援が得られることは、有益であると考え
られる。
　その一方で、WLB支援を受ける人の周囲の
労働者は、不公平感を持つ可能性もある。藤
本・新城（2007）は、職務や職場の特性の中で
も、上司の部下に対するWLBへの理解や支援
が、両立支援制度に対する不公平感を有意に低
下させることを示している。また、細見（2017）は、
上司との良好な関係性や適切なマネジメントが、
周囲の労働者のWLB支援制度利用に関する寛
容度を高めることを確認している。このように、
WLBに関する周囲の理解や不公平感に関しては、
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課題として、次の 4点が必要だと考えられる。
第一に、介護職を対象としたWLBの、就業継
続やストレス反応などに関する要因への影響に
ついての検証、第二に、実際にWLB支援に関
する制度を導入し、効果的に運用している介護
事業所の事例についての検討、第三に、夜勤な
どのWLBに関わる勤務体制のあり方が、介護
職の就業継続などに関する要因に及ぼす影響に
ついての検証、そして第四に、介護職場におい
て、WLBに関する周囲の理解促進に有効となる
マネージャーの支援内容についての検討である。
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